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平成２４年３月７日（第１日） 

開議 １３時００分 

○議長 川野 高實君 

只今から平成２４年第１回鞍手町議会定例会を開会します。 

まず、町長より提出されています、議案第２８号の訂正及び平成２４年度施政方針とその

資料と、監査より提出されています例月現金出納検査報告書をお手元に配布していますので

ご確認下さい。 

これより日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、議長に於いて１２番議員 岡﨑邦博

君及び１３番議員 栗田幸則君を指名します。 

 次に日程第２ 会期の決定を議題とします。 

今期定例会の会期は、本日から３月２３日までの１７日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日から３月２３日までの１７日間に決定しました。 

 次に進みます。 

日程第３ 鞍手町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦にしたいと

思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。従って議長が指名することに決定しました。 

 鞍手町選挙管理委員会委員には、只今お配りしたとおり、入江均君、野中照彦君、栗田稔

君、中西憲治君、以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

只今議長が指名しました方を、鞍手町選挙管理委員会委員の当選人と定めることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって只今指名しました入江均君、野中照彦君、栗田稔君、中西憲
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治君、以上の方が鞍手町選挙管理委員会委員に当選されました。 

 次に鞍手町選挙管理委員会補充員には、香月勇夫君、野上忠良君、樫山たず子君、田代カ

ツラ君、以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

只今議長が指名しました方を、鞍手町選挙管理委員会補充員の当選人と定めることに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって只今指名しました、香月勇夫君、野上忠良君、樫山たず子君、

田代カツラ君、以上の方が鞍手町選挙管理委員会補充員に当選されました。 

 次に進みます。 

日程第４ 議案第１号及び日程第５ 議案第２号の２件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第４ 議案第１号及び日程第５ 議案第２号の２件を、一括して提案説明を申し上げ

ます。 

 日程第４ 議案第１号及び日程第５ 議案第２号は、鞍手町固定資産評価審査委員の選任

であります。 

鞍手町固定資産評価審査委員３名の内の２名、許斐善憲氏及び添田東輝氏の任期が平成２

４年３月１５日をもって満了することに伴い、両氏を再度選任するものであり、任期は平成

２４年３月１６日から平成２７年３月１５日までの３年間であります。 

なお、別紙で略歴書を添付していますので、ご参照ください。 

以上が、日程第４ 議案第１号及び日程第５ 議案第２号の２件の提案説明であります。 

 ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。 

○議長 川野 高實君 

 これから質疑を行います。  

議案第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

議案第１号及び議案第２号は、会議規則第３８条第３項の規定により、委員会付託を省略し

たいと思います。  

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって議案第１号及び議案第２号は、委員会付託を省略することに

決定しました。 

これから討論を行います。 

議案第１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

次に議案第２号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。 

議案第１号 鞍手町固定資産評価審査委員の選任を採決します。 

本案について、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手あり） 

挙手多数です。よって議案第１号は同意することに決定しました。 

 次に議案第２号 鞍手町固定資産評価審査委員の選任を採決します。 

本案については、これに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

（挙手あり） 

挙手多数です。よって議案第２号は同意することに決定しました。 

 次に進みます。 

日程第６ 議案第３号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第６ 議案第３号の提案説明を申し上げます。 

日程第６ 議案第３号は、過疎地域自立促進計画の変更であります。 

本計画の変更は、過疎地域からの自立促進を推進するため、新たな事業を追加するもので

あります。 

 以上が、日程第６ 議案第３号の提案説明であります。 

 ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

次に日程第７ 議案第４号及び日程第８ 議案第５号の２件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 
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日程第７ 議案第４号及び日程第８ 議案第５号の２件を一括して提案説明を申し上げ

ます。 

 日程第７ 議案第４号は、地方独立行政法人くらて病院定款であります。 

鞍手町立病院及び介護老人保健施設を地方独立行政法人に移行することに伴い、地方独立行

政法人法の規定に基づき、法人の役員、組織、業務などの基本的事項について規定した定款

を定めるものであります。 

次に、日程第８ 議案第５号は、地方独立行政法人くらて病院評価委員会条例であります。 

本条例は、鞍手町立病院及び介護老人保健施設を地方独立行政法人に移行することに伴い、

地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人くらて病院評価委員会の組織及び運

営に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 以上が、日程第７ 議案第４号及び日程第８ 議案第５号の２件の提案説明であります。 

 ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。 

○議長 川野 高實君 

本案に対する質疑は後日行います。 

 次に、日程第９ 議案第６号から、日程第１７ 議案第１４号までの９件を一括して議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第９ 議案第６号から 日程第１７ 議案第１４号までの９件を、一括して提案説明

を申し上げます｡ 

日程第９ 議案第６号は、鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例であります。 

本条例改正は、鞍手町附属機関のうち、所期の目的を達成したもの等について、本条例から

削除するものであります。 

次に日程第１０ 議案第７号は、鞍手町特別会計条例の一部を改正する条例であります。 

本条例改正は、中山西区用地の造成に伴う費用の収支を一般会計から分離し、会計処理を

明確にするため、新たに特別会計を設けるものであります。 

次に日程第１１ 議案第８号は、鞍手町奨学金貸付基金条例の一部を改正する条例であり

ます。 

本条例改正は、鞍手町附属機関等の設置及び委員選任の基準に関する要綱の規定に基づき、 

選出区分等の整備を行うものであります。 

次に日程第１２ 議案第９号は、鞍手町税条例の一部を改正する条例であります。 

本条例改正は、地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法を改正するとともに、東

日本大震災の復興及び地方公共団体が実施する防災施策に必要な財源の確保を図るため、地

方税法の臨時特例に関する法律が制定されたことに伴い、関係条文を整備するものでありま

す。 
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次に日程第１３ 議案第１０号は、鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例、及び日

程第１４ 議案第１１号は、鞍手町改良住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を一括

して提案説明を申し上げます。 

本条例改正は、公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、入居者資格のうち同居親族要

件について、関係条文を整備するものであります。 

次に日程第１５ 議案第１２号は、鞍手町工場等設置奨励に関する条例の一部を改正する

条例であります。 

本条例改正は、企業誘致の積極的な展開を図るため、これまで製造業等に限定していた工場

等設置奨励指定業種の拡大を図るものであります。 

次に日程第１６ 議案第１３号は、鞍手町体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例であります。 

本条例改正は、第４次総合計画に基づき、子どもたちの遊び場の充実を図るため、総合プー

ルの使用料を無料化し、子どもたちが楽しく遊べる場所の提供を行うため、関係条文を整備

するものであります。 

次に日程第１７ 議案第１４号は、鞍手町公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改

正する条例であります。 

本条例改正は、社会教育法の改正により、公民館運営審議会委員の委嘱の基準を定めるため、

関係条文を整備するものであります。 

以上が、日程第９ 議案第６号から 日程第１７ 議案第１４号までの９件の提案説明で

あります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

 次に日程第１８ 議案第１５号から日程第２２ 議案第１９号までの５件を一括して議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

 日程第１８ 議案第１５号から 日程第２２ 議案第１９号までの５件を一括して提案説

明を申し上げます｡ 

日程第１８ 議案第１５号は、平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第４号であります。 

本補正予算は、国の補正予算３号に伴い、新たに追加された緊急防災・減災事業債に係る施

設整備事業費、退職手当の追加及び有利な地方債への組み換え等を行うとともに、事業費の

確定等による歳出予算の減額等の要因について、補正を行っております。 

これらの財源といたしましては、国・県支出金、町債及び財政調整基金からの繰入金等を

調整し、歳入歳出それぞれ３２ ,４０１千円を追加し、予算総額を、歳入歳出それぞれ６ ,６
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６９ ,８４６千円といたしました。  

なお、防災行政用無線施設整備に係る事業費については、翌年度へ繰越します。  

次に日程第１９ 議案第１６号は、平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予

算第４号であります。 

本補正予算は、高額医療共同事業費の確定に伴う国庫支出金、共同事業交付金などの補正要

因を調整し、歳入歳出それぞれ１０,３７４千円を減額し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２,

２９９,９３４千円といたしました。 

次に日程第２０ 議案第１７号は、平成２３年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算

第２号であります。 

本補正予算は、保険基盤安定負担金の確定に伴う後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療広

域連合納付金などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ８,６４５千円を減額し、予算総額

を歳入歳出それぞれ２０７,９１４千円といたしました。 

次に日程第２１ 議案第１８号は、平成２３年度鞍手町住宅新築資金等特別会計補正予算

第１号であります。  

本補正予算は、貸付回収金を一般会計へ繰出すため予算総額を、歳入歳出それぞれ７８１千

円といたしました。 

次に日程第２２ 議案第１９号は、平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

補正予算第４号であります。  

本補正予算は、工事費等の追加などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ７２千円を追加

し、予算総額を歳入歳出それぞれ６２３,２１９千円といたしました。 

以上が、日程第１８ 議案第１５号から 日程第２２ 議案第１９号までの５件の提案説

明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。 

○議長 川野 高實君 

本案に対する質疑は後日行います。 

次に日程第２３ 議案第２０号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第２３ 議案第２０号の提案説明を申し上げます。 

日程第２３ 議案第２０号は、平成２４年度鞍手町一般会計予算を提案するにあたり、予算

編成にかかる背景と、重点施策及び編成内容の概略にふれながら施政方針を申し述べます。 

 まず、はじめに国の予算等の状況を申し上げます。 

平成２４年度国の本予算は、東日本大震災からの復興、経済分野のフロンティアの開拓、労

働に携わる中間層の復活、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策等５つの重点分野を中心

に、日本再生に全力で取り組み、地域主権改革を確実に推進するとして、一般会計予算９０
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兆３千３百３９億円、前年度に比べ２兆７７７億円減額、率にして２．２％減で、今国会に

提案されております。 

国の地方財政への対応については、東日本大震災分と通常収支分を区分して整理すること

とされており、通常収支分については、平成２３年度地方財政計画と実質的に同水準となる

よう確保することを基本として、所要の対応が行われております。 

その結果、地方財政計画規模では、総額８１兆８千７百億円で前年度に比べ約０．８％の

減額となっておりますが、 そのうち地方交付税財源につきましては、１７兆４千５百４５億

円となり０．５％の増額となっております。  

以上が、国が示した平成２４年度予算の基本方針及び地方財政対策の基本的な方向性であ

ります。 

このような状況を踏まえ、本町の平成２４年度の予算編成は、昨年度策定した第４次総合

計画後期基本計画及び第５次行財政改革プランの実現に向けて、所要の予算措置を行ってお

ります。 

その中で、小中学校統合につきましては、昨年から小中学校統合整備計画策定委員会でご

協議をいただき、本年１月１７日に報告をいただきました。  

この報告を受け、新たな学校となる建物、土地の取得費用及び校舎の改修や体育館などの

付帯設備の実施設計に伴う予算を計上しております。  

また、町立病院の独立行政法人化に伴う資産評価費用の予算計上を行っております。  

これらの諸要件を勘案し、歳入については、  現時点で確保できるものを全て計上いたし

ましたが、歳出に対する財源不足１６９ ,２４０千円については、財政調整基金からの繰入金

で調整しております。 

その結果、平成２４年度一般会計予算総額は、歳入歳出それぞれ６ ,３６９ ,０５６千円と

しております。 

これは、平成２３年度の当初予算６ ,００６ ,２６８千円と比較しますと３６２ ,７８８千円増

額、率にして６．０％の増額となっております。 

以上のような基本的な考え、財政状況を踏まえながら、平成２４年度当初予算を編成いた

しました。 

当会期中に提案する関連議案とともに、ご審議の上、ご承認賜りたく、平成２４年度一般会

計予算の提案にあたり、その大綱を申し述べ提案説明といたしますが、詳細については、企

画財政課長に説明させますので、ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いします。  

○議長 川野 高實君  

 企画財政課長。  

○企画財政課長 三戸 公則君  

概略については、町長より説明がありましたので、款ごとに、主な費目についての説明を

申しあげます。 

まず歳出です。 
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１款 議会費は、平成２３年度当初予算額と比較して、１６,２１１千円減額となる、１ 

０２，４２１千円を計上しています。 

減額となった主な要因は、平成２３年６月から議員年金制度が廃止されたことに伴い、暫定

措置による一時金等の支払財源の一部を市町村が負担することとなっていますが、平成２３

年度は支払財源が大きく不足することから共済費が大きく増額となっており、平成２４年度

につきましては、不足額が減尐したため、議会共済会負担金が１１,７６７千円減となったこ

となどによるものです。 

次に２款 総務費は、平成２３年度と比較して１２１,６１６千円増額となる８４０,８２

２千円を計上しています。 

１項 総務管理費 １目 一般管理費では、平成２３年度と比較して１２,４０５千円増 

額となる３４７,６１０千円を計上しています。 

増額となった主な要因は、定年退職者数が平成２３年度の２名に対し、平成２４年度は３名

であるため、退職手当が６,１４５千円増額となったことなどによるものです。 

５目の財産管理費では、平成２３年度と比較して１０９,８９９千円増額となる１３３,６

９３千円を計上しています。 

増額となった理由は、三菱マテリアル株式会社が保有している中山城ケ崎区内及び幸町区

内の土地を取得するため、公有財産購入費１０９,４２１千円を計上しています。 

なお、この公有財産購入費と同額を三菱マテリアルから、鉱害賠償登録金として歳入の２０

款 諸収入で受け入れることとして計上しています。 

３項 戸籍住民基本台帳費では、新たに外国人住民基本台帳システム等改修委託料で７,

８７５千円増額となることなどから、平成２３年度と比較して９,６１５千円増額となる４６,

２７１千円を計上しています。 

４項 選挙費では、平成２３年度実施された県知事、県議会議員選挙及び鞍手町町議会議

員選挙分が減額されますが、平成２４年度は農業委員会委員選挙費として１,３５６千円の計

上を行っております。選挙費全体では、１２,１３５千円減額となる１０,７５３千円を計上

しています。 

次に３款 民生費は、平成２３年度と比較して７５,３８２千円増額となる２,２７０,２

７０千円を計上しています。 

増額となった主な要因は、１項 社会福祉費のうち１目 社会福祉総務費で、後期高齢者

医療療養給付費及び国民健康保険特別会計への繰出金が増額となり平成２３年度と比較して

１４,８８５千円増となったほか、５目 介護保険事務費では、介護保険広域連合への負担金

増等により１０,６５７千円が、８目 総合福祉センター施設費では、給湯設備の改修に伴う

工事費を計上したことで２３,３３５千円が、１１目 障害者自立支援費では、新体系への移

行が終了したことに伴う生活介護費等が増えたことで７８,６０３千円などが増額となりま

したが、２目 国民年金事務費及び３目 老人福祉総務費では職員給与費分が、６目 重度

障害者医療対策費では、医療費等で１０,５６０千円が、７目 国民健康保険基盤安定費では、
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基準超過費用で１１,５８５千円が減額となったことなどがあげられます。 

しかしながら、社会福祉費全体では、平成２３年度と比較して、９３,６７０千円増額とな

る１,４８６,０３３千円を計上しています。 

次に、２項 児童福祉費のうち、２目 児童福祉施設費では、保育児童数の増加等により

平成２３年度と比較して５５,４５３千円増となりますが、１目 児童福祉総務費では、職員

給与費などにより３,５６３千円が、６目 児童措置費では、子ども手当の改正などにより５

７,７９６千円が、７目 乳幼児医療対策費及び ８目 ひとり親家庭等医療対策費では、医

療給付費の減尐により４,７０５千円及び２,８２７千円が減額となったことなど、児童福祉

費全体では、平成２３年度と比較して１５,５９１千円減額となる７４９,１３５千円を計上

しています。 

次に、５項 人権推進事業費のうち、１目 人権推進事業総務費の増額と、３目 隣保館

運営費の減額については、職員給与費の計上に伴う増減となっております。 

 次に４款 衛生費は、平成２３年度と比較して２４,４３５千円減額となる７６５,７７４

千円を計上しています。 

 １項 保健衛生費のうち、１目 保健衛生総務費は、病院事業への繰出金が、平成２３年度

前期分と比較すると１０,７７５千円減額となることなどから２４７,２４８千円となってい

ます。 

なお、平成２４年度の病院事業への繰出金総額は３２０,９７８千円なっており、後期分

につきましては財源の状況を考慮しながら補正で対応させていただきます。 

次に２目 予防費は、平成２３年度と比較して３５７千円減額となる３５,２７７千円を

計上しています。 

主な要因は、予防接種業務委託料６,２７８千円増、乳幼児予防接種扶助費６,６３４千円

減となったことによるものです。 

次に３目 環境衛生費は、職員給与費の減額などにより、平成２３年度と比較して７,０

９８千円減額となる２９,０２２千円を計上しています。これには葬斎場指定管理料１８,９

２０千円が含まれています。 

次に４目 健康増進事業費は、例年どおり基本検診や総合がん検診を実施するため、２１,

６６９千円を予算計上しています。 

次に５目 母子保健対策費は、次世代育成支援行動基本計画に沿って母性並びに乳幼児の

健康対策支援等の所要額として、１６,１９３千円を計上しています。 

次に６目 病院事業費は、町立病院の独立行政法人化に伴い新たに設けた科目で、評価委

員会の設置のための経費５７７千円を計上しています。 

次に２項 清掃費のうち２目 し尿処理費では、衛生センターの指定管理料７８,７４２

千円を含む、９３,６９８千円を予算計上しています。 

３目 じん芥処理費では、宮若市外二町じん芥処理施設の運営負担金２０４,３７１千円

を含む３１２,０３０千円を計上しています。 



 

 

１０ 

 

４目 小型浄化槽整備事業費では、補助対象総数を２７基から２５基に減尐したことに伴い、

平成２３年度と比較して７９１千円減額となり１０,０６０千円を計上しています。 

 次に５款 労働費は平成２３年度と比較して１８,０６４千円減額となる２６,６１６千円

を計上しています。 

主な要因は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業で１２,５６４千円減額、ふるさと雇用

再生特別基金事業費で５,５００千円減額となったことによるものです。 

次に６款 農林水産事業費は、平成２３年度と比較して６０,７０６千円増額となる１５

３,８３０千円を計上しています。 

主な要因は、１項 農業費 ３目 農業振興費において、活力ある高収益型園芸産地育成

事業費が６１,１７７千円増額となる一方で、水田農業担い手機械導入支援事業が６,８９６

千円減額となったことによるものです。 

次に７款 商工費は、平成２３年度と比較して４５,４１５千円増額となる８８,３８３千

円を計上しています。 

増額となった主な要因は、平成２４年度から中山西区用地の造成事業を、特別会計で処理

することとしており、その事業に伴う特別会計への繰出金３９,９３５千円を、２目 商工振

興費で計上することとしたためです。 

次に８款 土木費は、平成２３年度と比較して２８,６１７千円増額となる５２０,３１４

千円を計上しています。 

１項 土木管理費では、１目 土木総務費の職員給与費等の増額により、平成２３年度と

比較して３,９７１千円増額となる６８,８９２千円を計上しています。 

２項 道路橋梁費では、１目 道路橋梁費において、新たに西川改修事業費４４,２３０

千円を計上する一方で、３目 急傾斜地崩壊対策事業費１５,４３３千円減額したことにより、

道路橋梁費全体では、平成２３年度と比較して３０,０４３千円増額となる７９,１９２千円

を計上しています。 

３項 河川費では、ため池等整備事業の県負担金として１８,０００千円計上しています。 

 ４項 住宅費では、修繕料に３,０００千円、工事費に７,００２千円を計上しています。 

 ５項 公園整備費は、大谷自然公園の指定管理料６,５０５千円を含む９,０４６千円を計

上しています。 

６項 都市計画費では、１目 都市計画総務費で需用費１,６７８千円の減額となります

が、２目 下水道総務費で、流域関連公共下水道事業特別会計への繰出金を、平成２３年度

とほぼ同額の２９８,５４８千円計上しています。 

 ９款 消防費は、平成２３年度と比較して、１０,７６７千円増額となる総額３２９,２８

５千円を計上しています。 

主な要因は、１目 常備消防費においては、直鞍広域消防本部における退職手当基金が枯

渇したことに伴い、消防本部職員の退職手当に係る負担金が増えるため、平成２３年度と比

較して５,８５２千円増額となる２８６,１８３千円を計上しています。 
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２目 非常備消防費において、平成２４年度、本町消防団が福岡県消防操法大会に出場す

ることから、平成２３年度と比較して３,４１５千円増となる３５,９５３千円を計上してい

ます。 

４目 防犯費では、９７０千円増額となる、６,１７７千円を計上しています。 

平成２４年度より、省電力化による経費削減を目的としてＬＥＤ電球の防犯灯に計画的に交

換していきます。 

 １０款 教育費は、平成２３年度と比較して１０１,３９６千円増額となる５４７,９９２

千円を計上しています。 

１項 教育総務費では、平成２３年度と比較して３,４７８千円増額となる１０１,９９２

千円を計上しています。 

２目 事務局費では、第４次総合計画後期基本計画及び第５次行財政改革プランにより、

平成２３年度に引き続き小中学校統廃合に関わる予算として、小中学校統合整備計画策定に

伴う委員報酬等を計上しています。 

２項 小学校費では、平成２３年度に剣南小学校及び新延小学校の校舎耐震補強工事が完

了したことから、平成２３年度と比較して３８,６１８千円の減額となりましたが、新年度予

算の中には、小学校体育館の耐震診断調査業務委託料３,３９０千円を計上しています。 

３項 中学校費では、中学校統合に伴う校舎改築等整備実施設計委託料５０,０００千円、

土地購入費２７,０６５千円、建物購入費１０２,９３５千円を計上しています。 

４項 高等学校費では、平成２３年度に鞍手町立豊翔館の校舎耐震補強工事が完了したこ

となどから、平成２３年度と比較して３９,８８６千円減額となる１２,８５７千円を計上し

ています。 

５項 社会教育費では、平成２３年度と比較して３,４３４千円減額となる７７,８９１千

円を計上しています。減額となった主な要因は、職員給与費の減額によるものです。 

なお、歴史民俗資料館が、平成２４年度から歴史民俗博物館となることから、新たに６目 

歴史民俗博物館費を設け、３,０５５千円を計上しています。 

１２款 公債費は、７１３,３４０千円を計上しています。平成２３年度に比べて２２,４

０１千円の減額になっています。 

 以上が、平成２４年度の主要事業と歳出予算であります。  

次に、歳入では、１款 町税は、平成２３年度と比較して６,８０６千円減額となる１,６

０３,９３１千円を計上しています。 

税目別で申しますと、１項 町民税は、平成２３年度の６４２,１４３千円と比較して９,

２１８千円減額となる６３２,９２５千円、率にして１．４％の減となっています。 

このうち個人町民税は、平成２３年度と比較して２８,３４８千円減額、率にして５．１％

の減となる５２２,３０１千円を計上しています。 

法人町民税につきましては、平成２４年度は、１１０,６２４千円を計上しています。景

気の低迷が続き、現年課税分の均等割では平成２３年度と比較して４４社減、３,６７０千円
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減でありますが、各企業の利益確保などにより、法人税割では、約２３,１５６千円増で計上

しています。これは、平成２３年度と比較して１９,１３０千円の増額で、率にして２０．９％

の増となっています。 

 ２項 固定資産税は、平成２４年度の評価替えに伴い、平成２３年度と比較して７,８４６

千円の減額、率にして１．０％減となる８１２,９６９千円を計上しています。 

 ３項 軽自動車税については、平成２３年度と比較して２５８千円の微増となる３８,０３

７千円を計上しています。 

４項 町たばこ税につきましては、平成２２年１０月から税率が引き上げられ、喫煙離れ

が懸念されましたが、平成２３年度、若干の増収が見込まれることから、平成２４年度にお

きましては、１０,０００千円増額となる１２０,０００千円を計上しています。 

 次に、２款 地方譲与税は６９,０００千円を計上しています。 

地方揮発油譲与税は、平成２４年１月までの収入実績と平成２４年度の地方財政計画を考

慮し、平成２３年度と同額の１４,０００千円を計上しておりますが、自動車重量譲与税につ

きましては、地方財政計画では２．８％減となっていることから、平成２３年度より５,００

０千円減の５５,０００千円を計上しています。 

 次に、３款 利子割交付金、４款 配当割交付金、５款 株式等譲渡所得割交付金及び６

款 地方消費税交付金につきましては、これまでの収入状況を考慮して平成２３年度と同額

を計上しています。 

次に７款 ゴルフ場利用税交付金は、平成２３年度の収入状況を考慮し、平成２３年度と

ほぼ同額の１９,８９８千円を計上しています。 

次に８款 自動車取得税交付金は、平成２３年度の収入状況を考慮し、同額の２０,００

０千円を計上しています。 

次に９款 地方特例交付金は、「子ども手当」から「子どものための手当」への制度改正

や自動車取得税交付金の地方財政への振り替えに伴い、平成２４年度の地方財政計画におい

ては６７．０％財源が減額されていることから、平成２３年度より１４,０００千円減額の６,

０００千円を計上しています。 

 次に１０款 地方交付税は、平成２３年度の普通交付税は、国勢調査人口の減尐に伴う影

響を心配しておりましたが、昨年度より約１億円増となる２,１１６,７２６千円でありまし

た。 

平成２４年度の国の地方財政計画における地方交付税総額は、平成２３年度に比べ８１１

億円、率にして０．５％増となる１７兆４千５４５億円とされ、平成２３年度実績額と比較

して微増となる要因がありますが、平成２４年度算出に伴う基準財政需要額及び基準財政収

入額において未確定要素が多くありますので、普通交付税につきましては平成２３年度の交

付実績を踏まえ、平成２３年度当初予算に１億円増額の１９億円として計上しています。 

また、特別交付税につきましては、平成２３年度当初予算と同額の２６０,０００千円を

計上しており、地方交付税は、合わせて２,１６０,０００千円を計上しています。 
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次に１１款 交通安全対策特別交付金は、平成２３年度と比較して２１千円減額となる３,

４８８千円を計上しています。 

次に１２款 分担金及び負担金は、民生費分担金において保育児童が増加し、保育所運営

費負担金の増額が見込まれることから、平成２３年度と比較して４,９５９千円増額した８４,

６８６千円を計上しています。 

次に１３款 使用料及び手数料は、１項 使用料については、平成２３年度の斎場施設使

用料の減額が見込まれることなどから、平成２３年度と比較して４,８７６千円減額となる９

２,７４７千円を予算計上しています。 

２項 手数料については、指定ごみ袋等手数料などが減額となり、平成２３年度と比較 

して１,４５２千円減額となる６７,８３１千円を計上しています。 

次に１４款 国庫支出金は、平成２３年度当初予算より２６,６７２千円減額の４４９,１

２７千円を計上しています。 

国庫支出金のうち１項 国庫負担金については、保育児童数の増加による児童福祉費１７,

７４６千円増や障害者自立支援給付費３９,４２０千円増額がありますが、子ども手当の改正

による６０,８４４千円減額となることなどにより７,１５４千円の減額となっています。 

２項 国庫補助金につきましては、平成２３年度に取り組んだ小学校等の耐震化に伴う国

庫補助金が減額となることから、１８,９３８千円の減となっています。 

次に１５款 県支出金は、平成２３年度より４１,１３４千円増額となる４６１,８１３千

円を計上しています。 

増額となった主な要因は、１項 県負担金において、保育児童数の増加による児童福祉費

負担金や障害者自立支援給付費などが増額となったことにより２６,５０２千円の増額とな

っています。 

２項 県補助金において、重度障害者医療費及び乳幼児医療費減に伴う民生費県補助金や

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業などに伴う衛生費県補助金、及び緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業等に伴う労働費県補助金が減額となる一方で、農林水産事業費県補助金で

新規事業である活力ある高収益型園芸産地育成事業で５７,０６２千円の増額、荒廃森林再生

事業費で７,９０８千円増額などにより、県補助金としては、１９,１００千円増額となって

います。 

また、３項 県委託金におきましては、平成２３年度実施の県知事・県議会議員選挙費委

託金が減額となったことにより、４,４６８千円の減額となっています。 

次に１６款 財産収入は、減債基金などの積立利息などにより、平成２３年度より１,１

６８千円増額の２,１１１千円を計上しています。 

 次に１７款 寄附金は、平成２３年度と同様の予算計上を行っています。 

次に１８款 繰入金は、平成２４年度当初予算編成におきましても、厳しく歳出削減を行

いましたが、なお不足する財源１６９,２４０千円については、財政調整基金から繰り入れる

こととしています。 
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また、住宅新築資金等特別会計より貸付金回収分を繰入金として５５３千円を計上し、繰

入金全体で１７１,７９５千円を計上しています。 

次に１９款 繰越金は、平成２３年度と同額の３５,０００千円を計上しています。 

次に２０款 諸収入は、２１８,２１７千円を計上しています。これは平成２３年度より

９８,４１７千円増額となっています。 

主な要因は、平成２３年度計上の福岡県産炭地域活性化基金２４,１５５千円が減額とな

りますが、三菱マテリアル株式会社から取得する用地に対する鉱害賠償登録金１０９,４２１

千円が増額となったことにより、増額計上となっています。 

 最後に２１款 町債は、平成２３年度より１３９,３００千円増となる７５４,７００千円

を計上しています。 

増額となった要因は、中学校校舎等の取得等に係る費用については、過疎対策事業債を充

当することとしており、平成２４年度の過疎対策事業債については、一般過疎対策事業債分

が４０９,７００千円、ソフト事業分である特別事業分が３５,０００千円、合計４４４,７０

０千円を計上しています。 

また、臨時財政対策債については、地方財政計画により国の臨時財政対策債の財源が０.

４％減額されることから、本町においても、平成２３年度より１０,０００千円を減額した 

３１０,０００千円を計上しています。 

これらにより町債全体では、平成２３年度と比較して１３９,３００千円の増額となって

います。 

以上が、平成２４年度の歳入の主要項目と予算額です。 

なお、これらの充当財源としましては、平成２４年度性質別予算比較表を添付しています

のでご参照願います。 

 また、予算総則としましては歳入歳出規模、債務負担行為、地方債、一時借入金の最高限

度額及び歳出予算の流用について、それぞれ提案し関係書類を添付しています。 

以上が、平成２４年度予算の概要であります。 

○議長 川野 高實君  

 本案に対する質疑は後日行います。  

 次に日程第２４ 議案第２１号から日程第３０ 議案第２７号までの７件を一括して議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。  

 町長。 

○町長 柴田 好輝君  

日程第２４ 議案第２１号から 日程第３０ 議案第２７号までの７件を、一括して提案

説明を申し上げます｡ 

日程第２４ 議案第２１号は、平成２４年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算であり

ます。 
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本予算につきましては、保険給付費の一般被保険者療養給付費の減尐に伴い、国庫支出金

の減額、一般被保険者及び退職被保険者の高額療養費の減尐に伴う、共同事業交付金の減額、

前期高齢者の医療費に係る交付金の増加などの関係項目を調整し、予算総額を、歳入歳出そ

れぞれ２,１３３,５９４千円としております。 

次に、日程第２５ 議案第２２号は、平成２４年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算で

あります。 

 本予算につきましては、 福岡県後期高齢者医療広域連合において、医療費の増加に伴い、

２年に１回の保険料率の改定が行われる年度となっており、後期高齢者医療保険料、保険基

盤安定繰入金、後期高齢者医療広域連合納付金などの関係項目を調整し、予算総額を、歳入

歳出それぞれ２２８,８５５千円としております。 

次に、日程第２６ 議案第２３号は、平成２４年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算で

あります。 

本予算につきましては、貸付回収金を一般会計へ繰出すこととして、予算総額を、歳入歳

出それぞれ５５３千円としております。 

次に、日程第２７ 議案第２４号は、平成２４年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会

計予算であります。 

本予算につきましては、中山処理分区及び西川処理分区の面整備に係る工事費を主なもの

として、予算総額を、歳入歳出それぞれ７２６,５１１千円としております。 

次に、日程第２８ 議案第２５号は、平成２４年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特

別会計予算であります。 

 本予算につきましては、町内１１個所のかんがい揚排水機場の、年間必要維持管理経費を主な

ものとして、予算総額を、歳入歳出それぞれ５６,０１８千円としております。 

次に日程第２９ 議案第２６号は、平成２４年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計予算であります。 

 本予算は、谷山池斜樋操作場・谷山池パイプラインの施設について、年間必要維持管理経

費を主なものとして、予算総額を、歳入歳出それぞれ７,７９０千円としております。 

次に日程第３０ 議案第２７号は、平成２４年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計予

算であります。 

本予算は、中山西区用地の造成に伴う費用の収支について、一般会計から分離し、会計処

理を明確にするため新たに設ける特別会計であります。 

平成２４年度は、用地内の調整池を兼ねた排水路工事費などを主なものとして、予算総額

を、歳入歳出それぞれ５９ ,９３６千円としております。  

以上が、日程第２４ 議案第２１号から 日程第３０ 議案第２７号までの７件の提案説

明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします｡ 

○議長 川野 高實君 
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 本案に対する質疑は後日行います。 

 次に、日程第３１ 議案第２８号から日程第３３ 議案第３０号までの３件を一括して議

題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

 日程第３１ 議案第２８号から 日程第３３ 議案第３０号までの３件を、一括して提案

説明を申し上げます｡ 

日程第３１ 議案第２８号は、平成２４年度鞍手町水道事業会計予算であります。 

本予算につきましては、浄水場改良工事に伴う経費の増加で、厳しい経営状況の予算編成

となりました。 

 予算第３条 収益的収入及び支出では、水道事業収益２９６,５１９千円に対し、水道事業

費用３３０,０６４千円で、差引３３,５４５千円の赤字予算を計上しております。 

次に、予算第４条 資本的収入及び支出では、資本的収入８,３３７千円に対し、資本的

支出８２,４７８千円で、差引７４,１４１千円の不足となりますが、不足額につきましては、 

当年度分損益勘定留保資金から補填することにしております。 

次に、日程第３２ 議案第２９号は、平成２４年度鞍手町病院事業会計予算であります。 

本予算におきましては、必要経費等の節減など、経営安定に努力しながら編成しております。 

 予算第３条  収益的収入及び支出では、事業収益２ ,７２８ ,６４１千円に対し、     

事業費用２,７２２,９４４千円で、差引５,６９７千円の利益を見込んでおります。 

次に、予算第４条 資本的収入及び支出では、資本的収入１３５,０９２千円に対し、資本的

支出１８３,８６５千円で、差引４８,７７３千円の不足となりますが、不足額につきまして

は、当年度分損益勘定留保資金から補填することにしております。 

 なお、一般会計からの繰入金につきましては、当初予算で総額の２分の１の計上を行い、

後期分につきましては、今後の補正予算で計上する方針であります。 

次に、日程第３３ 議案第３０号は、平成２４年度鞍手町介護老人保健施設事業会計予算で

あります。本予算におきましては、必要経費等の節減など、経営安定に努力しながら編成し

ております。 

 予算第３条  収益的収入及び支出では、施設事業収益３４３ ,０８６千円に対し、     

施設事業費用３４２,０２６千円で、差引１,０６０千円の利益を見込んでおります。 

次に、予算第４条 資本的収入及び支出では、資本的収入１千円に対し、資本的支出   

２３,３４５千円で、差引２３,３４４千円の不足となりますが、不足額につきましては、 当

年度分損益勘定留保資金から補填することにしております。 

以上が、日程第３１ 議案第２８号から 日程第３３ 議案第３０号までの３件の提案説

明であります。 

ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします｡ 



 

 

１７ 

 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

 次に、日程第３４ 議案第３１号を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長 柴田 好輝君 

日程第３４ 議案第３１号の提案説明を申し上げます。 

 日程第３４ 議案第３１号は、専決処分の承認 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理

分区管渠築造工事（第４４工区）請負契約の変更であります。 

本請負契約の変更は、管路推進中に一部礫質土が確認され、推進日進量が大幅に減尐した

ことと、推進機にトラブルが発生したため、工期内の完了が困難となったため、工期を延長

したものであります。 

 以上が、日程第３４ 議案第３１号の提案説明であります。 

 ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願いいたします。 

○議長 川野 高實君 

 本案に対する質疑は後日行います。 

この際休会についてお諮りします。 

明日８日から１１日までの４日間を休会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議なしと認めます。よって明日８日から１１日までの４日間を休会とすることに決定し

ました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

散会  １４時１３分


